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有关生活信息请査阅江东区主页。其刊载内容能用翻译软件同时阅览。

코토구(江東區) 홈페이지의 게재 정보는 동시 번역으로 보실 수 있습니다. 생활을 위한 정보등은 이쪽을 봐 주십시오.

�歩きたばこはこどもの目の位置� 危険な歩きたばこやポイ捨ては、区内全域で禁止です。

   

︵
月
︶
午

後

�

時
︑
�

月

日

22

︵
火
︶
午
後
�
時
に
行
う
説
明
会
の

い
ず
れ
か
に
参
加
し
︑
取
り
組
む
方

式
を
決
定
︒
方
式
ご
と
に
講
習
会

︵
�
～
�
回
︶
で
講
師
が
ア
ド
バ
イ

ス
実
施

▢締
�
月
�
日
︵
金
︶
必
着

▢申
電
話
︑
窓
口
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

・
は
が
き
に
①
氏
名
︵
読
み
が
な
︶

②
住
所
③
連
絡
先
④
右
記
の
説
明
会

の
中
か
ら
希
望
す
る
日
時
を
記
入
し
︑

〒

︱

区
役
所
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル

135

8383

課
清
掃
リ
サ
イ
ク
ル
係
へ

☎
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�
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�
�
�

℻
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

み
出
し
量
が
減
っ
た
り
︑
ガ
ー
デ
ニ

ン
グ
の
良
質
な
堆
肥
を
得
ら
れ
た
り

と
い
っ
た
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
︒

必
要
な
器
材
は
区
が
提
供
し
ま
す
の

で
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
︒

﹇
モ
ニ
タ
ー
期
間
﹈
�
月
～

月
の
�

10

か
月
間

▢人
区
内
在
住
の
方
�
�
�

人
︵
抽
選
︶
▢費
無
料

▢内
�

月
19

日
︵
土
︶
午
前

時
半
︑
�
月

日

10

21

区
で
は
︑
燃
や
す
ご
み
の
約

％
40

を
占
め
る
生
ご
み
を
減
ら
し
て
い
く

た
め
に
︑
区
民
の
皆
さ
ん
に
﹁
生
ご

み
リ
サ
イ
ク
ル
﹂
に
取
り
組
ん
で
い

た
だ
く
モ
ニ
タ
ー
事
業
を
実
施
し
ま

す
︒
生
ご
み
リ
サ
イ
ク
ル
は
各
家
庭

の
庭
や
ベ
ラ
ン
ダ
︑
室
内
で
手
軽
に

取
り
組
む
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
生
ご

み
を
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
と
毎
週
の
ご

は
日
中
︶
▢場
教
育
セ
ン
タ
ー
︵
東

陽
�
︱

�
︱

�
︶
※
内
容
に
よ
り
会

場
が
変
更

▢人
全

回
の
う
ち
�
割

18

以
上
受
講
可
能
な
区
内
在
住
の
方
30

人
︵
抽
選
︶
▢費
�
︑
�
�
�
円
︵
資

料
代
︶
※
別
途
実
費
が
か
か
り
ま
す
︒

▢締
�
月
�
日
︵
火
︶
必
着

▢申
往
復
は
が
き
に
講
座
名
・
住
所

・
氏
名
︵
読
み
が
な
︶
・
年
齢
・
電

話
番
号
︑
応
募
動
機
を
記
入
し
︑
〒

︱

区
役
所
文
化
観
光
課
文
化
財

135

8383

係
へ

☎
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�
�
�
�
)
�
�
�
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自
分
の
住
ん
で
い
る
町
に
つ
い
て

も
っ
と
知
り
た
い
と
い
う
方
に
お
勧

め
の
講
習
会
で
す
︒

区
の
歴
史
や
身
近
に
あ
る
文
化
財

に
つ
い
て
学
ぶ
講
義
の
ほ
か
︑
文
化

財
め
ぐ
り
や
有
形
文
化
財
の
計
測
︑

拓
本
採
取
な
ど
実
践
的
な
屋
外
実
習

も
行
い
ま
す
︒
ま
た
区
外
の
博
物
館

で
の
研
修
も
あ
り
︑
普
段
見
る
こ
と

の
で
き
な
い
収
蔵
庫
な
ど
︑
博
物
館

の
裏
側
を
見
学
で
き
ま
す
︒

▢時

▢内
下
表
の
と
お
り
︵
全

回
︶

18

午
後
�
時
半
～
�
時
半
︵
土
・
日
曜

の
事
前
の
対
策
に
よ
り
防
ぐ
こ
と
が

で
き
ま
す
︒
こ
の
機
会
に
︑
ご
家
庭

や
事
業
所
の
防
災
対
策
に
取
り
組
ん

で
く
だ
さ
い
︒

▢問
防
災
課
災
害
対
策
係

☎
(
�
�
�
�
)
�
�
�
�

大
地
震
が
発
生
す
る
と
︑
家
具
の

転
倒
や
ガ
ラ
ス
片
の
飛
散
が
︑
け
が

の
大
き
な
要
因
と
な
り
ま
す
︒
こ
れ

ら
の
被
害
は
︑
転
倒
防
止
器
具
や
飛

散
防
止
フ
ィ
ル
ム
の
取
り
付
け
な
ど

開講式、江東区の歴史Ⅰ(中世)5／14(水)

講習内容講習日

12／3(水)

江東区の文化財Ⅰ〜Ⅲ9／24(水)、10／8(水)・22(水)

文化財講演会11／12(水)

資料の読み方Ⅰ〜Ⅱ11／19(水)・26(水)

文化財保護の現状・修了式

博物館・資料館の利用Ⅰ〜Ⅱ6／25(水)

文化財の種類と保護7／2(水)・6(日)

有形文化財の調査Ⅰ〜Ⅲ9／3(水)・6(土)・17(水)

江東区の歴史Ⅱ〜Ⅴ
5／21(水)・28(水)、6／11(水)
・15(日)

し
た
手
続
き
を
さ
れ
た
方
︶︑
他
の

区
市
町
村
や
関
係
機
関
に
確
認
等
が

必
要
な
業
務
は
︑
取
り
扱
い
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢時
�
月

日
︵
土
)・

日
︵
日
)・

29

30

�
月
�
日
︵
日
︶
午
前
�
時
～
午
後

�
時
※
豊
洲
出
張
所
は
�
月

日
29

︵
土
︶
の
み

ま
で
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
︒
取

り
扱
い
業
務
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
︑
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
︒

▢問
各
担
当
課

臨
時
窓
口
開
設

区
役
所
本
庁
舎
・
豊
洲
出
張
所
で

は
︑
住
所
の
異
動
手
続
き
や
証
明
書

発
行
な
ど
の
窓
口
業
務
に
つ
い
て
土

・
日
曜
の
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
︒

な
お
︑
国
外
か
ら
の
転
入
︑
特
例
に

よ
る
転
出
お
よ
び
転
入
︵
前
住
所
の

自
治
体
で
転
出
証
明
書
が
交
付
さ
れ

ず
︑
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
を
使
用

係
を
確
認
で
き
る
証
明
が
必
要
で
す
︒

窓
口
に
来
る
方
が
外
国
籍
の
方
で
な

い
場
合
も
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
︒

印
鑑
登
録

江
東
区
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る

方
︵

歳
未
満
の
方
︑
成
年
被
後
見

15

人
の
方
を
除
く
︶
は
︑
印
鑑
登
録
が

で
き
ま
す
︒
江
東
区
に
転
入
し
た
方

は
転
入
の
日
を
も
っ
て
申
請
で
き
ま

す
︒
手
続
き
は
︑
本
人
が
登
録
す
る

印
鑑
を
持
参
し
︑
各
出
張
所
・
区
役

所
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
︒
申
請
当
日

に
登
録
が
完
了
す
る
の
は
︑
官
公
署

発
行
の
写
真
付
き
で
有
効
期
限
内
の

身
分
証
明
書
︵
運
転
免
許
証
・
パ
ス

ポ
ー
ト
等
︶
を
お
持
ち
の
方
︑
保
証

人
に
よ
る
保
証
の
登
録
の
方
の
み
で

す
︒
そ
れ
以
外
の
書
類
︵
保
険
証
や

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
等
︶
に
よ
る
本

人
確
認
の
場
合
は
数
日
か
か
り
ま
す
︒

代
理
人
が
印
鑑
登
録
す
る
方
は
︑
委

任
状
が
必
要
で
す
︒
詳
細
は
事
前
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
区
民
課
住
民
記
録
係
︑
出
張
所

毎
週
水
曜
夜
間︵
※
︶・
日
曜
窓
口
開
設

※
介
護
保
険
課
︑納
税
課
は
�
月
ま
で

区
役
所
本
庁
舎
で
は
︑
毎
週
水
曜

午
後
�
時
ま
で
窓
口
開
設
時
間
を
延

長
し
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
�
月
は
第

�
日
曜
︵
�
月

日
︶︑
�
月
～
�
月

23

は
第
�
日
曜
午
前
�
時
～
午
後
�
時

区役所・出張所の問い合わせ先

3647-3162区民課住民記録係(区役所2階3番)

電話所在地

亀戸出張所(亀戸2-19-1・カメリアプラザ1階)

3637-2451大島出張所(大島4-5-1・総合区民センター2階)

3644-2181砂町出張所(北砂4-7-3)

3640-5355南砂出張所(南砂6-8-3)

3642-8306富岡出張所(富岡1-16-12)

3531-6316豊洲出張所(豊洲5-5-1-101・豊洲シエルタワー1階)

5606-5581小松橋出張所(扇橋2-1-5)

3683-3734

3642-4456白河出張所(白河1-3-28・深川江戸資料館内)

引
越
し
す
る
方
は
住
民
異
動
の
手

続
き
が
必
要
で
す
︒
区
役
所
本
庁
舎

で
手
続
き
す
る
際
は
︑
下
表
の
混
雑

予
想
カ
レ
ン
ダ
ー
︵
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
随
時
更
新
︶
を
参
考
に
︑
時
間

に
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
︒

一
部
の
手
続
き
︵
介
護
認
定
や
児
童

手
当
︑
外
国
籍
の
方
の
国
外
か
ら
の

転
入
等
︶
を
除
き
出
張
所
で
も
手
続

き
で
き
ま
す
︒

※
引
越
し
に
伴
い
左
表
�
の
事
項

も
手
続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
︒
詳
細
は
各
担
当
課
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
︒

転
入
・
転
出
等
の
届
出

区
役
所
お
よ
び
各
出
張
所
で
受
け

付
け
ま
す
︒
江
東
区
へ
引
越
し
て
く

る
方
︑
区
内
で
住
所
を
異
動
す
る
方

は
引
越
し
完
了
後
に
届
出
し
て
く
だ

さ
い
︒
届
出
の
際
は
本
人
確
認
が
で

き
る
身
分
証
明
書
等
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
︵
下
表
�
︶︒
外
国
籍
の
方
が

い
る
世
帯
は
︑
全
員
分
の
在
留
カ
ー

ド
等
︵
み
な
し
を
含
む
︶
と
家
族
関

表1 住民異動の届出とともに必要な手続き

医療保険課資格相談係
☎3647-3167

後期高齢者医療の資格等に
関すること

医療保険課資格相談係
☎3647-3167

国民健康保険の届出

担当課手続き内容

要介護認定等に関すること

子育て支援課給付係
☎3647-4754

児童手当・子ども医療費助
成等の手続き

学務課学事係
☎3647-9174

区立幼稚園・小中学校(就
学通知等)の手続き

区民課年金係
☎3647-1131

国民年金の住所変更

介護保険課認定係
☎3647-9496

表2 届出が必要な場合および必要な書類等

引越しが終了し
た日から14日以
内

他の区市町村か
ら、区内に住所
を移した

転入届

届出の期間届出が必要な場合区分

転出証明書(同じ住所に住
民登録している方がいる場
合は申述書も)※該当する
方は、引越しされた方全員
の在留カード等(みなしを
含む)[外国籍の方]、課税
証明書[児童手当]、負担区
分等証明[後期高齢者医療
※都外からの転入者]、受
給資格証明書[介護保険認
定者]など

届出に必要な書類

※届出の際は必ず、本人確認ができる身分証明書をお持ちください。

区内で住所を移
した

転居届

変更のあった日
から14日以内

世帯主が変更、
世帯を分離・合
併・変更

世帯
変更届

国外へ行く前
国外へ1年以上
行く

その他
日本国籍の方はパスポート
・戸籍の謄本・戸籍の附票
の写し、外国籍の方は在留
カード等(みなしを含む)・
パスポート

帰国してから14
日以内

国外から帰国

該当する方は、国民健康保
険証、高齢受給者証、⃝乳・
⃝子医療証、後期高齢者医療
被保険者証など
外国籍の方は、上記のほか
に世帯全員の在留カード等
(みなしを含む)

引越しをする前
他の区市町村に、
住所を移す

転出届

引越しが終了し
た日から14日以
内


